
 

専決第１号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和５年度つ

くばみらい市一般会計補正予算（第８号）を次のとおり専決処分する。 

 

   令和６年１月１７日 

 

                 つくばみらい市長 小 田 川  浩  印   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   令和５年度つくばみらい市一般会計補正予算（第８号） 

 

 令和５年度つくばみらい市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１８，２３４千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２５，８２２，４１６千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

 

  





（単位　千円）

事　　　　　業　　　　　名 金　　　　額

３ 民 生 費 １ 社 会 福 祉 費 低所得者支援給付金支給事業 118,234    

款 項

第 ２ 表　 　繰  越  明  許  費　補　正



 

 

 

 

令和５年度 

 

 

つくばみらい市一般会計補正予算に関する説明書 

 

 

 

 

 








